
〔強制徴収公債権〕  
財産調査→差押え（債権・動産・不

動産）→換価  
〔非強制徴収債権〕  

財産調査→裁判所の手続き（債務名

義の取得、強制執行等）  

（延滞金や遅延損害金の発生）  

督促状の送付（納期限から３０日以内）  
催告書の送付、市役所（担当課）からの電話や訪問 

Ⅰ．債権の分類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ．債権管理の基本的な流れ 

 
 
 
           

 
            
 

            
 

          
 

 
 
 
 
   

 
     

 
       
 
 

 

市の債権 公債権 強制徴収公債権 

強制徴収公債権 

以外の公債権 

非強制徴収債権 

私債権 

地方自治法に規定される

債権。  

行政庁の単独意思（賦課

決定・行政処分）によっ

て発生。  

市が自ら滞納処分（財産

調査、差押え等）できる

債権。  

両当事者の合意に基づく債権。いわゆる「契約」行為

により発生。  

法的措置（債務名義の取得、

強制執行等）を行うには裁判

所の手続きを要する債権。  

滞納処分等 

督促・催告 

未納 

納付 

債権の消滅 

債権の発生 

未納 


